
 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

標記講習会を下記により開催します。 

ＣＮＧ自動車の燃料装置の点検整備を行うためには、一定の条件を備え運輸支局長の実施する 

ＣＮＧ自動車に関する講習を修了した方を、点検整備責任者に選任する必要があります、特に 

自動車検査員で未受講の場合は、ＣＮＧ車の完成検査を行うことができません。 

既にＣＮＧ講習を修了されている方は受講する必要はありません。 

記 

１．受付期間  ７月８日（金）まで 

２．講習日時  ７月２９日（金）９：３０～１７：００（受付９：００～） 

３．講習会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 （研修センター学科教室、実習場） 

４．対 象 者  （１）整備主任者 

（２）自動車検査員 

（３）整備管理者又は整備管理者に準ずる者 

（４）ＣＮＧ自動車改造施行責任者又はこの者に選任を予定されている者 

（５）その他受講を希望する者 

５．受 講 料  ８,６５０円（テキスト代含む） 

   ※今年度テキスト金額が現在未定の為、価格が変更する場合もあることをご承知おき下さい。 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 ５月分当選発表 

圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車講習会について 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

（有）大木自動車 922 甲府西 中込モータース 364 南巨摩北

三友自動車工業（有） 15 甲府南 保坂自動車 619 南巨摩北

深沢自動車整備工場 288 甲府南 御坂自動車修理工場 165 東八

（株）キリン自動車 411 甲府南 米山自動車工場 629 東八

（有）大久保自動車工業 983 甲府南 小宮山モータース 707 東八

（有）塩部モータース 189 甲府北 GARAGE MISAKA 1396 東八

青木自動車商会 407 甲府北 福田オート 447 塩山

山崎自動車整備工場 157 峡北 森山自工 842 塩山

山本自動車整備工場 699 韮崎 塩山車検センター協同組合 987 塩山

井上モータース 355 南アルプス南 羽中田自動車工場 162 岳麓

新津モータース 413 南アルプス南 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓

（株）オートサービス三金 559 南アルプス南 栄新自動車整備工場 815 岳麓

（有）山口自動車 115 南アルプス北 三浦自動車 955 岳麓

カーショップ昭和 1277 市川 宝オートサービス 1140 都留

（有）富河自動車 896 南巨摩南 杉林モータース 786 都留
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※受講希望が少ない場合には、他県への受講案内となる場合もありますのでご了承ください。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月から施行された特定整備制度において、従来の分解整備の認証（特定整備分解）に

加え、電子制御装置整備の認証（特定整備電子）を取得する際、選任しようとする全ての整備主任

者が「１級自動車整備士（１級二輪は除く）」または「１級二輪、２級自動車整備士であって支局

が行う講習を修了した者」であることが必要となります。 

ついては、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を下記の予定で開催しますのでご案内

します。 

なお、今年度より約３か月に一度の開催となりますので、各事業場において下記予定表をご確認

の上、受講されますようお願いします。 

また、講習日に変更が生じた際には、会報誌等を通じて、お知らせします。 

 

◇ 講習日及び申込期間 

講習日 申込期間 

９月２９日（木） ８月２９日（月）～  ９月  ９日（金） 

１２月１４日（水） １１月１４日（月）～１１月２５日（金） 

令和５年３月１６日（木） ２月１３日（月）～  ２月２４日（金） 

     ※申込期間中、申請書類を窓口に提出して申込をして下さい(FAX 等で申込はできません)。 

◇ 時間割 

 受付時間 講習時間 

実  習 ９：００～９：３０   ９：３０～１２：３０ 

学  科 １３：３０～１４：００ １４：００～１５：００ 

試  問 １４：４５～１５：００ １５：１０～１５：４０ 

合格発表 １６：００～ 

◇ 会  場  （一社）山梨県自動車整備振興会  研修センター 

◇ 担当講師  山梨運輸支局陸運技術専門官 

山梨県自動車整備振興会技術講習所専任講師 

 

 

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について 



 9

◇ 講習内容   

 

実習 

【３.０時間】 

・先進安全技術の概要 

・先進安全技術の用いられるセンサー類等 

・電子制御装置整備に必要な重要事項 

・センサー類のエーミング作業 等 

 

学科 

【１.０時間】 

 

・自動車特定整備事業について 

・新たに特定整備の対象となる装置の保安基準設定状況 

・電子制御装置整備の適用を受ける自動車の確認方法 

・自動車特定整備記録簿の取扱いについて 等 

【０.５時間】 ・試問 

 

◇ 定  員 実習 ２５名 学科及び試問 ５０名（先着順、定員になり次第締め切りとします。）  

 

◇ 受 講 料   

 受講料 資料代 

学科 無料 
５００円 

実習 ２，５００円 

※資料は国土交通省ホームページからもダウンロードできます。 

      資料持参の場合は受講料のみとなります。 

 

◇ 申請書類 （１）受講申請書 １枚 

（２）受講票   １枚 

【申請書、受講票は振興会・指導教育部窓口に用意します。振興会ホーム  

ページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロードできま

す。】 

       （３）写真２枚（縦４ｃｍ、横３ｃｍ） 

       （４）自動車整備士合格証書の写しまたは自動車整備士手帳 

（５）実習受講済みの方は、実習受講証 

（６）実習を受講する方は、実習申込書 

（７）学科受講済みの方は、自動車整備士手帳（学科（検査員研修等）を受講済み 

であることを証明するため） 

◇ 持 ち 物 （１）筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル） 

（２）消しゴム 

（３）マーカーペン 

（４）資料をお持ちの方は『令和２年度又は令和３年度自動車検査員研修資料』又

は『令和２年度版最近改正された法令・通達集（整備事業編）』又は『電子制御装

置整備の整備主任者等資格取得講習テキスト（国土交通省自動車局整備課作

成）』 
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